
(別紙)

Ⅰ Ⅱ 1割負担 2割負担 3割負担

要介護度 居住費 食費 居住費 食費① 合計（円） 食費② 合計（円） 居住費 食費 合計（円） 居住費 食費 合計（円）

要支援１ 451 3,149 3,622 4,095 2,353 2,653 1,553 680

要支援２ 561 1日あたり 3,259 3,842 4,425 1日あたり 2,463 1日あたり 2,763 1日あたり 1,663 1日あたり 680

要介護１ 603 1,231 1,445 3,326 3,976 4,626 880 1,000 2,530 1,300 2,830 480 600 1,730 380 300 680

要介護２ 672 13 4 8 22 （上限） 3,395 4,114 4,833 （上限） 2,599 （上限） 2,899 (上限） 1,799 (上限） 680

要介護３ 745 3,468 4,260 5,052 2,672 2,972 1,872 680

要介護４ 815 3,538 4,400 5,262 2,742 3,042 1,942 680

要介護５ 884 3,607 4,538 5,469 2,811 3,111 2,011 680

要介護度 居住費 食費 居住費 食費 合計（円） 食費② 合計金額 居住費 食費 合計（円） 居住費 食費 合計（円）

要支援１ 451 2,833 3,306 3,779 1,903 2,203 1,503 300

要支援２ 561 1日あたり 2,943 3,526 4,109 1日あたり 2,013 1日あたり 2,313 1日あたり 1,613 1日あたり 300

要介護１ 603 915 1,445 3,010 3,660 4,310 430 1,000 2,080 1,300 2,380 430 600 1,680 0 300 300

要介護２ 672 13 4 8 22 （上限） 3,079 3,798 4,517 （上限） 2,149 （上限） 2,449 (上限） 1,749 (上限） 300

要介護３ 745 3,152 3,944 4,736 2,222 2,522 1,822 300

要介護４ 815 3,222 4,084 4,946 2,292 2,592 1,892 300

要介護５ 884 3,291 4,222 5,153 2,361 2,661 1,961 300

■介護給付サービス加算
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□介護保険負担割合証

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 　１月あたりの総単位数（短期入所生活介護サービス費及び該当する加算）の14%に相当する単位数を加算。

※赤字の加算は上記合計金額に上乗せされます。

＜注意点＞

①第４段階以上の方につきましては、各保険者から送られてくる負担割合証の割合によって、利用料金が異なります。

②２割負担の方は、基本単位と各種加算の他、介護職員等処遇改善加算についても２割負担の対象となります。

送迎加算（片道） 　自宅への送り迎えを行った場合に加算。 184

療養食加算 　医師の指示に基づく療養食を提供した場合に加算。 8

看取り連携体制加算 　看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に加算。

看護体制加算（Ⅰ） 　常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算。 4

看護体制加算（Ⅱ） 　看護師を基準よりも１名以上上回って配置し、なおかつ24時間の連絡体制がとれている場合に加算。 8

加算単位

サービス提供体制加算（Ⅰ） 　介護職員のうち、介護福祉士が80％以上配置している場合に加算。 22

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 　夜間の介護職員が基準以上配置している場合に加算。（特養併設のため、特養と一体で扱う） 13
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ショートステイ　ご利用料金表 (令和6年8月１日現在)

介護報酬内容

基本単位　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　

夜勤職員
配置加算

（Ⅰ）

看護体制　
　加算

サービス
提供体制
加算（Ⅰ）

イ

第４段階以上　1日計算　（円）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本人市町

村民税非課税・市民税課税）

第3段階　1日計算（円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村民税非課税世帯）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①収入額の合計が８０
万円を超え120万円以下の方　　　　　　　　　②収入額の

合計が120万円を超える方

第2段階　1日計算（円）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（市町村民税非

課税世帯）

第1段階　1日計算（円）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（生活保護世帯等）



□介護保険負担限度額認定証

＜食事費用の算定について＞ ＜居室費用について＞

利用中に実際に召し上がった食事数に応じて、算定いたします。

（朝食４００円、昼食５２５円、夕食５２０円）

負担額軽減の適用を受けている方は、下記の表を参照してください。

1日の負担限度額を超えない範囲でご負担いただきます。

８８０円 ４３０円

第４段階 　実際に召し上がった食事数に応じて算定
個室 多床室

１２３１円 ９１５円

４３０円

第３段階②
朝食のみ 夕食のみ それ以外 個室 多床室

４００円 ５２０円 １，３００円

第３段階①
朝食のみ 夕食のみ それ以外 個室 多床室

４００円 ５２０円 １，０００円 ８８０円

第２段階
朝食のみ それ以外 個室 多床室

４００円 ６００円 ４８０円 ４３０円

第１段階 　従来通り、どの食事を召し上がっても、一律３００円
個室 多床室

３８０円 ０円

①利用者負担額軽減制度の適用を受け、市町村より発行された「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのご入所者は、居住費・食費の負担額が軽減されます。

②（長期利用者対象）連続して30日を超える日数を利用された方は、31日目以降、基本単位数から30単位減額となります。1度退所となった場合は、再度基本単位数に戻ります。

居室料金は下記の表のようになります。

負担限度 　１日あたりの食事料金 　１日あたりの居室料金


